東海村窓口発券機購入企画提案競技実施要領

１　目的
[bookmark: _Hlk219710430]東海村では，とうかい“まるごと”デジタル化構想Nextに基づき，窓口業務の利便性向上と業務効率化を目的として，発券機（以下「本物品」という。）の導入を計画している。発券機の提供に加え，待ち状況や混雑状況の配信などの関連機能を整備し，さらに窓口業務に係るデータを蓄積・分析することで，今後の窓口運営の改善に活用することを目指すため，これらの物品を適切に納入する事業者を，公募型企画提案競技方式（以下「プロポーザル」という。）により選定する。

２　概要
（１）件名
[bookmark: _Hlk219710262]東海村窓口発券機購入
（２）物品詳細
「東海村窓口発券機購入仕様書」（以下「購入仕様書」という。）のとおり
（３）納入場所
東海村役場行政棟１階
（４）納入期限
[bookmark: _Hlk220490307]本契約となった日の翌日から令和８年１０月２５日（日）までに納入・設置・調整を完了すること。
（５）保守対応
令和８年１１月２日（月）から令和９年３月３１日（水）までの期間，以下の保守対応を行うこと。
・システム運用保守（機器等の適正な運用，維持管理）
・ＷＥＢ機能（混雑状況配信機能の運用保守）
（６）設定・点検期間
　　設置後から令和８年１１月１日（日）までとする。
（７）予算規模
１１，４８２，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。）
※この金額は事業の規模を示すものであり，契約時の予定額を示すものではない。
※システム運用保守，ＷＥＢ機能費用は提案価格に含み，上記の額を超えないこととする。
（８）担当部署
東海村役場 総合戦略部 デジタル改革推進課窓口・働き方改革担当
〒３１９－１１９２ 茨城県那珂郡東海村東海三丁目７番１号
Mail：marudigi@vill.tokai.ibaraki.jp

３　参加資格要件
本プロポーザルに参加できる事業者は，次に掲げる要件を全て満たすものとする。
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。
（２）本物品と同様の番号発券システム導入及び運用について，過去に地方公共団体への納入実績を有していること。
（３）本物品購入を遂行するために必要とされる業務経験を有し，確実に遂行することができること。
（４）会社更生法（平１４年法律第１５４号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
（５）国税及び地方税の滞納がないこと。

４　スケジュール
 納入候補者の募集及び選定は，下記のスケジュールで行うものとする。
 （※ただし，状況により変更する場合がある。）
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※本プロポーザルに係る契約は，地方自治法第９６条第１項第８号の規定により東海村議会の議決案件であるので，⑨の後に納入候補者と決定された者と仮契約を締結し，東海村議会において可決された時に本契約が締結されたものとする。そのため，⑨から⑫までは，事務手続き上，東海村議会の議決が必要なことから期間を設けている。⑪から⑫までの間は，運用方法の協議，システム構築，機器設置，動作確認，職員を対象とした操作説明会等の期間とする。フロア改修工事の完了状況により，スケジュールを調整する場合がある。

[bookmark: _Hlk219710221]５　公募型企画提案競技方式の中止等について
（１）緊急等やむを得ない理由により，本プロポーザルを実施することができないと認められる場合は，本プロポーザルを中止又は延期することがある。
（２）中止等のお知らせは，東海村ホームページに掲載する。
（３）上記の場合においても，本プロポーザルに要した費用を当村に請求することはできない。

６　現地見学
来庁者や窓口等の現状を把握するために，職員が同行し，対象窓口の案内及び現地見学を行う。なお，執務エリアに立ち入る場合は，業務時間外（午後５時１５分以降）の案内になる。
（１）期間
令和８年４月１日（水）から令和８年４月１３日（月）
（２）時間及び場所
１時間程度　　　東海村役場行政棟１階
（３）申し込み方法
総合戦略部デジタル改革推進課窓口・働き方改革担当宛に電子メールにて申し込みを行うこと。なお，件名に「現地見学希望」，本文に「事業者名」「担当者名」「希望日」「人数」を記載のうえ送信すること。準備，調整等の関係から，申込締め切りは令和８年４月１０日（金）午前１０時までとする。
（４）注意事項
・個人情報や来庁者のプライバシー保護のため，写真や動画撮影等は原則禁止とする。
・参加事業者につき，期間内で１回までとする。
・現地見学には事前申込みが必須となる。

７　参加表明書の提出等
本プロポーザルに参加しようとする者は，次のとおり参加表明書及び資料（以下「参加表明書等」という。）を提出しなければならない。
なお，期限までに参加表明書等を提出しない者又は参加資格要件に該当しないと認められた者は，本プロポーザルに参加することができない。
（１）提出書類
　　提出書類は各１部提出すること。なお，東海村入札参加資格者名簿に登録がない者は，下記アからエの他に，オからクまでを追加で提出すること。
 　ア 参加表明書（様式第１号）
 　イ 事業者概要（様式第２号もしくは所定の記載内容が確認できれば任意様式でも可）
 　ウ 地方公共団体への納入実績（様式第３号）
エ 履歴事項全部証明書写し（提出日前３ヶ月以内に発行されたもの）
オ 直近決算２期分の財務諸表（①貸借対照表，②損益計算書，③株主資本等変動計算書）
カ 国税納税証明書
キ 県税納税証明書（茨城県内に本店，支店，営業所等の事業所を持つ法人の場合）
　 ※茨城県内の県税事務所が発行した県税に未納がないことを証する納税証明書「様式第４０号の４（ア）」で，申請日以前３ヶ月以内の証明であるもの。
ク 村税納税証明書（東海村内に本店，支店，営業所等の事業所を持つ法人の場合）
　 ※東海村役場税務課が発行する最新の納税証明書（様式第６９号の４ 未納のないことの証明）で，申請日以前３ヶ月以内の証明であるもの。なお，設立して間もないため課税されていない場合には，「法人の設立等に関する申告書」を提出すること。
（２）参加表明書等の提出方法
 ア 提出期限
令和８年４月１４日（火）午後５時 必着
 イ 提出方法
郵送（原則郵送で提出期限内に必着とし，書留郵便等の到達が確認できる郵便とする。）により提出すること。ただし，やむを得ない場合に限り直接持参による提出も可とする。
 　ウ 提出先
東海村役場 総合戦略部 デジタル改革推進課窓口・働き方改革担当（庁舎４階）
〒３１９－１１９２ 茨城県那珂郡東海村東海三丁目７番１号

８　参加資格要件確認結果の通知
提出された参加表明書等の内容について，参加資格を満たしているかを確認し，その結果について令和８年４月２１日（火）までに次に掲げる事項を記載した確認結果通知を電子メールにて提出者宛に通知するものとする。
（１）参加資格を有すると認めた者にあっては，参加資格がある旨及び企画提案書の要請する旨
（２）参加資格を有しないと認めた者にあっては，参加資格がない旨，その理由，所定の期限までにその理由についての説明を求めることができる旨及びその方法等

９　質問の受付・回答
実施要領等に質問がある場合は，電子メールにて受け付ける。質問の様式や期限等は以下の通り。
（１）提出書類
質問書（様式第４号）
（２）提出方法
総合戦略部デジタル改革推進課窓口・働き方改革担当宛に電子メールで提出すること。（Mail：marudigi@vill.tokai.ibaraki.jp）
※質問書の電子メールの件名は次の表記とすること。
件名「東海村窓口発券機購入質問書（●●）」※●部は事業者名
（３）提出期限
　　　令和８年４月３０日（木）午後５時まで
（４）回答方法
　　　令和８年５月１１日（月）までに電子メールで回答する。
（５）質問・回答の公開
質問に対する回答は，質問者宛て電子メールで回答するほか，東海村ホームページ上に掲載する。この場合，質問者の事業所名や氏名は公表しないものとし，また回答書に記載した内容は実施要領の追加又は修正として取り扱うものとする。

１０　企画提案
参加資格が認められた事業者を対象に，企画提案書等の提出を求めるほか，企画提案内容のプレゼンテーション（以下「プレゼンテーション」という。）を実施する。なお，プレゼンテーションの実施日時及び会場については，参加者に別途通知するものとする。
（１）提出書類
全て ＰＤＦ データとし，下記ア～ウは結合せずに分けて提出すること。
 　ア 企画提案書提出届（様式第５号）
 　イ 企画提案書（任意様式）
※「１１ 審査方法及び審査基準」に基づき作成すること。
ウ 参考見積書（様式第６号もしくは任意様式でも可）及び内訳書（任意様式）
※見積額の積算内訳として購入費，システム運用保守費，ＷＥＢ機能費を分け，台数や単価等，可能な限り詳細に記載すること。
※システム運用保守費，ＷＥＢ機能費の期間は，令和８年１１月２日（月）～令和９年３月３１日（水）とし，月額単価を明確に記載すること。
※消費税及び地方消費税の内訳を示したうえ，合計額として記載すること。
（２）提出期限
令和８年５月２２日（金）午後５時 必着
（３）提出方法
電子メール
 ※受付確認後に村からメールを返信する。届かない場合は電話で連絡すること。
※容量が１０ＭＢ以上になる場合は分割して送信すること。
（４）提出先
東海村役場 総合戦略部 デジタル改革推進課窓口・働き方改革担当
Mail：marudigi@vill.tokai.ibaraki.jp
（５）作成上の注意事項
　　ア 提出資料の用紙サイズは，Ａ４判に設定すること。
　　イ 企画提案は，１企画提案者につき１つ限りとする。
ウ 企画提案内容の文書を補完するため，画像やイラスト，動画等を用いることを可とする。
    エ 審査の公平性を期すため，（１）イの企画提案書には，法人名及び法人名を推測できる表現を入れないこと。
 　 オ 企画提案書等については，後述するプレゼンテーションにおける説明資料とする。
カ 本プロポーザルにおいて使用する言語及び通貨は，日本語及び日本通貨とする。
　  キ 実施要領等で示された提出場所，提出方法，書類作成上の注意事項等の条件に適合していること。
（６）プレゼンテーション
企画提案書等に係るプレゼンテーションは，次により行うものとする。
ア プレゼンテーションは，企画提案者ごとの呼び込み方式とし，持ち時間は６０分（資料説明及びデモンストレーション４５分，質疑１５分）とする。
　　　【デモンストレーションの目的】
　　　　・発券機の操作性や機能を実際に審査委員が確認できるようにすること。
　　　　・企画提案書の内容を補完し，視覚的・体験的に理解を深めること。
　　　　・各事業者の技術的強みや独自機能を実演により明示すること。
　　　　・審査委員が実機に触れることで，住民目線・職員目線での使いやすさを評価できるようにすること。
イ デモンストレーションでは，以下の点を実演すること。
　　　　・発券操作（多言語対応，階層式メニュー操作など）
　　　　・呼び出し表示の動作確認
　　　　・管理画面の操作性
　　　　・その他，提案する独自機能
ウ デモ機の持ち込み，設置に要する時間は持ち時間から除く。なお，デモ機は実機または同等の機能を有するものとし，審査委員が実際に操作できる状態で準備すること。また，デモ機の持ち込みの際には，来庁者及び施設の破損等には十分注意すること。
エ プレゼンテーションは，提出された企画提案書等に記載された提案内容の範囲で行うこと。なお，追加資料の配付等は認めないものとする。
オ プレゼンテーションでは，パソコンの使用を可とするが，使用するパソコンは企画提案者が用意し，自ら操作すること。なお，パソコンの設置準備時間は持ち時間から除く。（大型モニター，パソコンとモニターを接続する HDMI ケーブルは，村が用意する。）
カ プレゼンテーションの説明者は，説明者及び補助者を含めて３名以内とする。
キ 審査の公平性を期すため，プレゼンテーションにおいては法人名及び法人名を推測できる表現は使用しないこと。
ク プレゼンテーションの日時は，参加者あてに別途通知する。
ケ プレゼンテーションを欠席した場合は，企画提案書等の審査，評価及び選定から除外する。

１１　審査方法及び審査基準
（１）審査方法
村が設置する「東海村窓口発券機購入事業者選定企画提案競技審査委員会」（以下「審査委員会」という。）が，企画提案書及びプレゼンテーションの内容について，次に示す審査項目及び配点に基づいて審査を行う。
（２）審査項目及び配点
	評価項目
	評価視点
	配点

	現状把握
	・村の窓口状況を十分に理解しているか。
・提案により解決すべき課題（待ち時間、案内のわかりにくさ等）を具体的に認識しているか。
	10点

	他自治体実績
	・直近５年間で他自治体に同業種で納入した実績はあるか。
・納入に際して得た知見はどのようなものか。
	5点

	利便性
	・導入することで，住民側及び職員側の利便性がどのように向上するか。
	10点

	機能／性能
	・各種機能は性能等が十分なものか。
	5点

	独自性
	・他事業者にはない独自の機能等はあるか。
	15点

	デモンストレーション
	・実機の操作性は優れているか。
・画面の見やすさ，ボタン配置のわかりやすさは十分か。
・独自機能の実演は説得力があるか。
・審査委員が実際に操作して使いやすいと感じられるか。
	25点

	スケジュール
	・納入，動作確認，説明会等の予定は実現可能か。
	5点

	管理体制
	・故障等のトラブルが発生した際の管理体制は十分か。
・対応時は窓口業務に支障をきたさないように，どのような取組みを行うか。
	10点

	フォロー
	・納入後に説明会等のフォローアップを行い，円滑に稼働することに努めているか。
	10点

	価格
	・本実施要領中の事業規模の額に対して適正な価格設定か。
・費用対効果が優れているか。
	5点

	合計
	100点



（３）基準点
　　企画提案事業者が１者のみである場合は，その１者の評価が基準点を超えた場合に限り，その事業者を納入候補者とする。なお，基準点は６５点とする。

１２　参加の辞退
参加表明書又は企画提案書の提出後に本プロポーザルへの参加を辞退したい場合は，プレゼンテーション実施の３営業日前までに辞退届（様式第７号）を総合戦略部デジタル改革推進課窓口・働き方改革担当宛てに電子メールにて提出すること。
 
１３　納入候補者等の選定，通知及び公表
（１）納入候補者等の選定方法
審査委員会は審査結果をもとに，合計得点が高い順に最優秀提案者（納入候補者）と優秀提案者（次点者）を選定する。なお，合計得点が同点となる者が２者以上あるときは，審査委員会の合議により順位を決定するものとする。
（２）審査結果の通知
最優秀提案者及び優秀提案者を選定した結果は，速やかに参加者全員に対し電子メールにより次の事項を通知するものとする。なお，審査結果に対する問い合わせ及び意義申立ては，一切受け付けない。
ア 最優秀提案者及び優秀提案者
イ 評価点数
ウ 最優秀提案者にあっては，今後の契約手続きの旨
（３）審査結果の公表
納入候補者等の選定結果は，東海村ホームページ上において次の事項について公表するものとする。
ア 納入候補者等
（納入候補者及び次点者のみ公表とし，それ以外の参加者名は公表しない。）
イ 評価点数（合計点のみ）
（４）その他
審査委員会の議事録は公表しない。
 
１４　契約に関する基本事項
（１）契約の締結
発注者（村）は，納入候補者と本物品購入について協議を行い，内容について合意の上，仕様書を作成するものとし，その仕様書に基づく見積書を徴取し随意契約の方法により仮契約を締結する。
なお，企画提案時と比較し，見積額が著しく異なる等不誠実な行為があったときは，失格とする。また，納入候補者が次に掲げる事項に該当する場合には，次点者と協議を行い，協議が整った場合に次点者と仮契約を締結することとする。
ア 交渉が不調となった場合
イ 地方自治法施行令第１６７条の４に規定される者に該当した場合
ウ その他の理由により契約ができなかった場合
エ 本プロポーザルに係る契約は，地方自治法第９６条第１項第８号の規定により東海村議会の議決案件であるので，結果通知・公表の後に落札者と決定された者と仮契約を締結し，東海村議会において可決された時に本契約が締結されたものとする。

１５　その他
（１）次のいずれかに該当した場合は，その者を失格とする。
ア 提出書類に虚偽の記載があった場合
イ 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為があった場合
（２）提出書類の作成，提出及びプレゼンテーションの参加費用は，参加者の負担とする。
（３）提出された企画提案書等の著作権は，原則として参加者に帰属するものとする。
（４）提出された書類は，参加者に無断で本プロポーザル以外の用には供しない。
（５）提出された書類は，本プロポーザルの手続き及びこれに関連する事務処理において必要があるときは，複製する場合がある。
（６）村は，参加者から提出された書類について，東海村情報公開条例（平成１１年条例第 ２９号）の規定による請求に基づき，第三者に開示することがある。
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